
（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」）

令６年度の事業報告書 

令和６年 4 月 1 日から令和７年 3 月 31 日まで 

特定非営利活動法人 

おおいた生物多様性保全センター 

１ 事業の成果 

 環境省モニタリング 1000 継続調査、大分県・外来生物シンポジューム開催、九重町（生物多様性

地域戦略ホットスポット調査継続）など大分県内の調査活動に参加． 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲

(E)人数 

事業費の金

額（単位：千

円） 

大分県の自

然環境を生

物多様性の

視点で調査

し、分析・

評価を行う

事業 

環境省＝日本自然保護協会

委託 平成 30 年度ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1000 調査（久住コアサイト・

継続） 

A：概ね毎月第 1

日曜日 

B：久住町沢水 

C：５名 

D：環境省の 

全国レベル 

のデータ収 

集であるの 

で全国 

E：全国民 

180 

生物多様性

の重要性を

普及啓発す

るための各

種催し物を

企画・開催す

る事業

大分県内の外来種がもたら

す影響と対策に関するシン

ポジュームを大分市で開催 

A:準備６日 

 開催１日 

B:大分市・J・COOM

ホルトホール

大分 

C:６名 

D:外来種問 

題に関心を 

持つ県民（県

外からの来 

場者あり） 

E:主として 

大分県民 

300 

大分県の自 

然環境を生 

物多様性の 

視点で調査 

し、分析・ 

評価を行う 

事業 

九重町：生物多様性地域戦 

略実施のための基礎調査 

A：概ね 2 ヶ月に

1 回（2～日間） 

B：大分県玖珠郡

九重町 

C：3 名 

D：九重町の 

町民．波及 

範囲は不特 

定 

E：不特定多 

数 

300 

同上記の調

査結果に基

づき、具体的

に大分県内

の自然環境

を保全する

事業

大分県内別府地域において

タイワンリスの星刻が確認

される。その対策のための基

礎調査及び駆除事業 

A：月毎に 1 回（2

～日間） 

B：大分県別府市

C：３名  

D：概ね大分 

県内。ただし

影響範囲は 

九州全域定 

E：不特定多 

数 

500 



(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施日時 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

事 業 費 の 金

額（単位：千

円） 

実施しなか 

った 

実施しなかった   

  

（備考）

１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにし

て記載する。 

２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその

他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 








